
 

基本目標Ⅶ  要保護児童へのきめ細かな取組の推進  

  

  

 

 

 

 

○

（ １ ）教育・保育の量の見込み及び確保方策

① 教育施設（幼稚園、認定こども園）

基本目標Ⅷ 若者が地元で働き、結婚しやすい環境づくり

取組施策１ 児童虐待防止対策の充実

事業名 ①こども家庭センター事業【再掲】　②要保護児童対策地域協議会の推進　

③相談機能の強化　④虐待の早期発見と対応　

⑤主任児童委員、民生児童委員の活用　⑥虐待防止ネットワークの強化　

⑦被虐待児童の保護・支援

取組施策２ ひとり親家庭等の自立支援の推進

事業名 ①児童扶養手当の支給　②遺児手当の支給　③婦人相談の充実　

④ひとり親家庭等医療費の支給　⑤母子寡婦福祉資金の貸付　

⑥母子家庭日常生活支援事業　⑦母子家庭等への保育サービスの充実　

⑧母子家庭等への情報提供・相談対応の充実

取組施策３ 障がい児施策の充実

事業名 ①児童発達支援センター　②特別児童扶養手当の支給　③障害児福祉手当の支給　

④重度心身障害者医療費の支給　⑤健康診査等の推進　⑥障がい児の育児相談　

⑦特別支援教育体制の充実　⑧保育サービス等の障がい児等受入体制の充実

取組施策１ 多様な就労の場の確保と就労の支援

事業名 ①企業活動の活性化　②若年者の就業能力の開発　③若年者のＵ・Ｊ・Ｉターンの促進

■ 教育施設（幼稚園、認定こども園）の量の見込みと確保目標量 単位：人 

推計値 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 51 48 44 44 45 

 
１号認定 51 48 44 44 45 

２号認定 0  0 0 0 0  

②確保目標量 74 80 80 80 80 

 
１号認定 74 80 80 80 80 

２号認定 0  0  0  0  0  

乖離（②－①） 23 32 36 36 35 

 

② 保育施設（認可保育所、認定こども園、地域型保育事業） 

○今後も児童の利用状況等に応じて、年度ごとに定員の見直しを実施し、全員が希望

する施設を利用できるよう図ります。 

■ 保育施設（認定こども園、認可保育所）の量の見込みと確保目標量 単位：人 

推計値 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 309 302 300 298 303 

 ２号認定 188 176 164 162 167 

 ３号認定 121 126 136 136 136 

 

 

０歳 19 19 19 19 19 

 １歳 47 56 56 56 56 

 ２歳 55 51 61 61 61 

②確保目標量 419 419 409 389 399 

 特定保育・保育施設 419 419 409 389 399 

  ２号認定 227 227 217 197 207 

   教育ニーズ 0 0 0 0 0 

   保育ニーズ 227 227 217 197 207 

  ３号認定 192 192 192 192 192 

   ０歳 37 37 37 37 37 

   １・２歳 155 155 155 155 155 

 地域型保育（３号認定） 0 0 0 0 0 

  ０歳 0 0 0 0 0 

  １・２歳 0 0 0 0 0 

乖離（②－①） 110 117 109 91 96 

 
（2）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保目標量  

① 地域子育て支援拠点事業 

○引き続き、町内の認定こども園で事業を実施して、町内全域の児童が支援拠点を

利用できるよう図ります。 

■ 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと確保目標量 単位：人回 

推計値 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 262 273 290 291 289 

②確保目標量 262 273 290 291 289 

乖離（②－①） 0 0 0 0 0 

 
② 乳児家庭全戸訪問事業 

○今後も助産師の訪問指導を実施し、母子の健康確保や、保護者の育児不安の軽減

を図ります。 

○要支援・要保護児童やその家庭を把握し、必要に応じて養育支援訪問事業につな

げます。 

■ 乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みと確保目標量 単位：人 

推計値 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 59 60 60 60 59 

②確保目標量 59 60 60 60 59 

乖離（②－①） 0 0 0 0 0 

 

6　子ども・子育て支援事業の展開6　子ども・子育て支援事業の展開6　子ども・子育て支援事業の展開

6 7

○児童の利用状況等に応じて、年度ごとに定員の見直しを実施し、全員が希望する施

設を利用できるよう図ります。また、ニーズに合わせ１号認定の定員設定をしていき

ます。 


